
普通養子縁組と特別養子縁組について

○ 普通養子縁組は、戸籍上において養親とともに実親が並記され、実親と法律上の関係が残る縁組形式。

○ 特別養子縁組は、昭和48年に望まない妊娠により生まれた子を養親に実子としてあっせんしたことを自ら告白し

た菊田医師事件等を契機に、子の福祉を積極的に確保する観点から、戸籍の記載が実親子とほぼ同様の縁組形式を

とるものとして、昭和62年に成立した縁組形式。

普通養子縁組 特別養子縁組
＜縁組の成立＞
養親と養子の同意により成立

＜要件＞
養親：成年に達した者

養子：尊属又は養親より年長でない者

＜実父母との親族関係＞
実父母との親族関係は終了しない

＜監護期間＞
特段の設定はない

＜離縁＞
原則、養親及び養子の同意により離縁

＜戸籍の表記＞
実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子（養女）」

と記載

＜縁組の成立＞
養親の請求に対し家裁の決定により成立
実父母の同意が必要（ただし、実父母が意思を表示
できない場合や実父母による虐待など養子となる者の
利益を著しく害する理由がある場合は、この限りでない）

＜要件＞
養親：原則25歳以上（夫婦の一方が25歳以上であれば、

一方は20歳以上で可）
配偶者がある者（夫婦双方とも養親）

養子：原則、15歳に達していない者
子の利益のために特に必要があるときに成立

＜実父母との親族関係＞
実父母との親族関係が終了する

＜監護期間＞
6月以上の監護期間を考慮して縁組

＜離縁＞
養子の利益のため特に必要があるときに養子、実親、
検察官の請求により離縁

＜戸籍の表記＞
実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男（長女）」
等と記載
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特別養子縁組の成立件数

（件数）

○ 特別養子縁組は、保護者のない子どもや実親による養育が困難な子どもに温かい家庭を与えるとともに、その
子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な育成を図る仕組みである。
○ 特別養子縁組の成立数は、横ばいで推移してきたが、ここ３年で大きく増加。

※ 出典：司法統計
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（特別養子縁組の成立）
第８１７条の２ 家庭裁判所は、次条から第８１７条の７までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血
族との親族関係が終了する縁組（以下この款において「特別養子縁組」という。）を成立させることができる。

（養親の夫婦共同縁組）
第８１７条の３ 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
２ 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である
子（特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。）の養親となる場合は、この限りでない。

（養親となる者の年齢）
第８１７条の４ ２５歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない
場合においても、その者が２０歳に達しているときは、この限りでない。

（養子となる者の年齢）
第８１７条の５ 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が
成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

２ 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達
するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

３ 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
（父母の同意）

第８１７条の６ 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示する
ことができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りで
ない。

（子の利益のための特別の必要性）
第８１７条の７ 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場
合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

（監護の状況）
第８１７条の８ 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を６箇月以上の期間監護した状況を考慮しなけれ
ばならない。

２ 前項の期間は、第８１７条の２に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、
この限りでない。

（実方との親族関係の終了）
第８１７条の９ 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第８１７条の３第２
項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

＜参照条文＞民法（明治２９年法律第８９号）（特別養子縁組関係抜粋）


